
様式第１号（第２条関係）

（
地
方
自
治
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例
の
制
定
及
び
改
廃
）

愛
媛
県

○
地
方
自
治
法
第
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
条
例

次
の
条
例
を
制
定
し
、
×
月
×
日
公
布
し
た
。

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
条
例
（
愛
媛
県
条
例
第
×
×
号
）

（
・
・
・
・
・
・
・
）

第
一
条
・
・
・
・
・
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様式第２号（第２条関係）

（
地
方
税
）

不
服
申
立
て
が
あ
つ
た
場
合

愛
媛
県
（
市
・
町
）

○
地
方
税

×
×
税
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
不
服
申
立
て
が
あ
つ
た
。

一

不
服
申
立
て
人
の
住
所
及
び
氏
名

二

不
服
申
立
て
が
あ
つ
た
日

三

不
服
申
立
て
の
目
的
と
な
つ
た
処
分

四

不
服
申
立
て
の
概
要

五

関
係
地
方
公
共
団
体
名

六

そ
の
他
必
要
な
事
項

不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
又
は
裁
決
を
し
た
場
合

愛
媛
県
（
市
・
町
）

○
地
方
税

×
月
×
日
第
×
号
紙
に
掲
載
さ
れ
た
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
決
定
（
裁
決
）
し
た
。

一

不
服
申
立
て
人
の
住
所
及
び
氏
名

二

不
服
申
立
て
が
あ
つ
た
日

三

不
服
申
立
て
の
目
的
と
な
つ
た
処
分

四

関
係
地
方
公
共
団
体
名

五

決
定
（
裁
決
）
の
日

六

決
定
（
裁
決
）
の
内
容

七

そ
の
他
必
要
な
事
項
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様式第３号（第２条関係）

（
選
挙
の
結
果
）

愛
媛
県

○
選
挙

×
月
×
日
知
事
の
選
挙
を
行
つ
た
結
果
、
次
の
者
が
当
選
し
た
。

・
・
・
・
・
・
・
（
・
・
・
・
・
・
・
党
）

（
男

女
）
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様式第４号（第２条関係）

（
住
民
投
票
）

愛
媛
県

○
住
民
投
票

×
×
年
×
月
×
日
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
投
票
の
経
過
及
び
結
果
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

経
過

・
・
・
・
・
・
・
・

二

結
果

・
・
・
・
・
・
・
・

有
権
者
数

・
・
・
・
・
・
・
・

投
票
者
数

・
・
・
・
・
・
・
・

賛
成
者
数

・
・
・
・
・
・
・
・

反
対
者
数

・
・
・
・
・
・
・
・
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様式第５号（第２条関係）

（
人
事
異
動
）

愛
媛
県新

旧

・
・
・
・
・
・
・

（
・
・
・
・
・
・
・
・
）

氏

名

・
・
・
・
・
・
・

（
・
・
・
・
・
・
・
・
）

氏

名

（
以
上
×
月
×
日
）

注

様
式
第
五
号

一

発
令
年
月
日
順
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
（
同
順
に
辞
職
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
辞
職
を
先
行
さ
せ
る
。
）
、
同
一
月
日
の
発
令
者
が
二
人
以
上
に
わ
た
る
場
合

に
は
、
発
令
月
日
の
記
載
を
（
以
上
×
月
×
日
）
と
す
る
（
一
人
の
場
合
は
、
「
以
上
」
は
記
載
し
な
い
。
）
。

二

職
員
が
そ
の
意
に
よ
り
退
職
し
た
場
合
は
、
上
段
の
記
載
を
「
辞
職
」
と
す
る
。

異
動
事
由
が
任
期
満
了
（
定
年
退
職
・
死
亡
退
職
）
で
あ
る
場
合
は
、
上
段
に
「
任
期
満
了
（
定
年
退
職
・
死
亡
退
職
）
」
と
記
載
す
る
。

三

旧
職
が
第
二
条
の
表
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
職
で
な
い
場
合
は
、
下
段
は
職
員
等
（
旧
職
が
一
般
企
業
等
の
場
合
は
、
空
欄
と
す
る
こ
と
。
）
と
し
、
（

）

を
付
さ
ず
に
記
載
す
る
。
た
だ
し
、
各
省
か
ら
採
用
さ
れ
、
そ
の
者
が
本
省
の
課
長
相
当
職
以
上
で
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
×
×
事
務
官
又
は
×
×
技
官
と
し
て

（

）
を
付
し
て
記
載
す
る
。

四

同
じ
表
現
や
役
職
が
続
く
場
合
は
、
「
同
」
を
使
用
す
る
。

五

「
○
○
事
務
取
扱
」
等
は
、
掲
載
で
き
な
い
。

六

役
職
が
「
○
○
兼
×
×
」
等
の
場
合
は
、
○
○
部
分
だ
け
を
記
載
し
、
×
×
部
分
は
削
る
。
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様式第６号（第２条関係）

（
人
事
異
動
）

愛
媛
県

○
議
長
（
副
議
長
）
選
挙

○
○
○
○
議
長
（
副
議
長
）
は
、
×
月
×
日
辞
職
し
、
欠
員
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
）
、
×
月
×
日
次
の
者
が
選
挙
さ
れ
た
。

議
長
（
副
議
長
）

氏

名
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様式第７号（第２条関係）

（
人
事
異
動
）

愛
媛
県

○
×
×
委
員
会
委
員
（
監
査
委
員
）
任
命
（
選
任
）

一

二

○
○
○
○
委
員
は
、
×
月
×
日
任
期
満
了
し
（
辞
職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）、
（
、
欠
員
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
）、
×
月
×
日
次
の
者
が
任
命
（
選
任
）
さ
れ
た
。

×
×
委
員
会
委
員
（
監
査
委
員
）
氏

名
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様式第６号（第２条関係）

（
人
事
異
動
）

愛
媛
県

○
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
選
挙
（
補
欠
）

一

○
○
○
○
委
員
は
、
×
月
×
日
任
期
満
了
し
（
辞
職
し
・
失
職
し
・
罷
免
さ
れ
）、
（
、
欠
員
で
あ
つ
た
と
こ
ろ
）、
×
月
×
日
次
の
者
が
選
挙
（
補
欠
）
さ
れ
た
。

選
挙
管
理
委
員
会
委
員

氏

名
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様式第９号（第２条関係）

（
人
事
異
動
）

愛
媛
県

○
×
×
委
員
会
委
員
（
監
査
委
員
）
再
任

○
○
○
○
委
員
は
、
×
月
×
日
再
任
さ
れ
た
。

注

様
式
第
六
号
〜
様
式
第
九
号

一

二

一

（

）
は
前
任
者
が
退
職
し
、
後
任
者
が
任
命
等
さ
れ
る
ま
で
二
日
以
上
期
間
が
あ
つ
た
場
合
に
、
（

）
は
監
査
委
員
及
び
人
事
委
員
会
委
員
の
異
動

の
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
。

二

異
動
日
が
同
じ
月
で
あ
れ
ば
「
×
月
×
日
辞
職
し
、
同
月
×
日
」
等
と
す
る
。

ま
た
、
同
日
で
あ
れ
ば
「
×
月
×
日
辞
職
し
、
同
日
」
等
と
す
る
。

三

二
名
の
場
合
は
、
「
○
○
委
員
及
び
○
○
委
員
」
と
、
三
名
以
上
の
場
合
は
、
「
○
○
委
員
、
○
○
委
員
及
び
○
○
委
員
」
等
と
す
る
。

四

様
式
第
八
号
に
お
い
て
、
任
期
満
了
す
る
前
に
選
挙
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
「
×
月
×
日
任
期
満
了
と
な
る
た
め
、
×
月
×
日
次
の
者
が
選
挙
さ
れ
た
。」

と
す
る
。
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様式第１０号（第２条関係）

（
事
務
所
）愛

媛
県
（
市
・
町
）

○
事
務
所

×
×
年
×
月
×
日
×
×
を
次
の
位
置
に
設
置
し
た
（
変
更
し
た
）
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

注

年
月
日
は
、
事
務
所
の
位
置
を
定
め
る
（
変
更
す
る
）
条
例
の
施
行
期
日
に
よ
る
こ
と
。
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様式第１１号を削る。

（愛媛県精神保健福祉センター処務規程の一部改正）

第７条 愛媛県精神保健福祉センター処務規程（昭和４７年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県立果樹試験場処務規程の一部改正）

第８条 愛媛県立果樹試験場処務規程（昭和５０年愛媛県訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県心と体の健康センター処務規程

（趣旨）

第１条 この訓令は、愛媛県心と体の健康センター（以下「センタ

ー」という。）の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

愛媛県精神保健福祉センター処務規程

（趣旨）

第１条 この訓令は、愛媛県精神保健福祉センター（以下「センタ

ー」という。）の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

改 正 後 改 正 前

（分掌事務）

第２条 試験場の課、室（育種栽培室を除く。）及び分場の分掌事

務は、次のとおりとする。

総務課 省略

栽培育種室

� 果樹（かんきつを除く。第３号において同じ。）の品種改良

及び栽培改善並びに果実管理に関する試験研究及び調査に関す

ること。

� 果樹の施設栽培 に関する試験研究及び調査に関すること。

� 省略

生産環境室 省略

鬼北分場 省略

岩城分場

瀬戸内海島しよ部におけるかんきつの栽培改善

に関する試験、研究及び調査に関すること。

２ 試験場のみかん研究所の分掌事務は、次のとおりとする。

育種栽培室

� かんきつの品種改良及び栽培改善に関する試験、研究及び調

査に関すること。

� 各試験研究機関とのかんきつの育種栽培に関する共同研究に

関すること。

（職務）

第３条 省略

２ 省略

３ 試験場の室長（育種栽培室長を除く。）及び課長は、場長の命

を受け、それぞれ室及び課の事務を掌理する。

４ 所長及び分場長は、場長の命を受け、それぞれ研究所及び分場

の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

５ 研究所の室長は、所長の命を受け、室の事務を掌理し、所属職

員を指揮監督する。

６～１０ 省略

（分掌事務）

第２条 試験場の課 及び分場の分掌事

務は、次のとおりとする。

総務課 省略

栽培育種室

� 果樹 の品種改良

及び栽培改善並びに果実管理に関する試験研究及び調査に関す

ること。

� 果樹栽培の省力化に関する試験研究及び調査に関すること。

� 省略

生産環境室 省略

南予分場

南予地域におけるかんきつの栽培改善、土壌及び病害虫防除

に関する試験、研究及び調査に関すること。

鬼北分場 省略

岩城分場

瀬戸内海島しよ部におけるかんきつの栽培改善、土壌及び病

害虫防除に関する試験、研究及び調査に関すること。

（職務）

第３条 省略

２ 次長は、場長を補佐し、場長に事故があるときは、その職務を

代行する。

３ 省略

４ 室長 及び課長は、場長の命

を受け、それぞれ室及び課の事務を掌理する。

５ 分場長は、場長の命を受け、 分場

の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

６～１０ 省略
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（愛媛県青少年対策本部規程の一部改正）

第９条 愛媛県青少年対策本部規程（昭和５４年愛媛県訓令第１３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県交通対策班規程の一部改正）

第１０条 愛媛県交通対策班規程（昭和５６年愛媛県訓令第２９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（参与等設置規程の一部改正）

第１１条 参与等設置規程（昭和６０年愛媛県訓令第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

１１ 場長、所長又は分場長に事故があるときは、それぞれ場長、所

長又は分場長があらかじめ指定した職員が、その職務を代行する。

（専決事項）

第４条 省略

２ 所長及び分場長の専決処理すべき事項は、次 に掲げると

おりとする。

� 省略

� 所属職員の出張に関すること。

� 所属職員の休暇、育児休業等その他服務に関すること。

� 省略

（代決事項）

第５条 場長が不在のときは、場長があらかじめ指定した職員がそ

の事務を代決する。

２ 省略

１１ 場長 又は分場長に事故があるときは、

分場長があらかじめ指定した職員が、その職務を代行する。

（専決事項）

第４条 省略

２ 分場長の専決処理すべき事項は、次の各号に掲げると

おりとする。

� 省略

� 分場職員の出張に関すること。

� 分場職員の休暇、育児休業等その他服務に関すること。

� 省略

（代決事項）

第５条 場長が不在のときは、次長 がそ

の事務を代決する。

２ 省略

改 正 後 改 正 前

（事務局）

第７条 対策本部の事務を処理するため、県民環境部管理局 県

民活動推進課に事務局を置く。

２ 事務局に事務局長を置き、県民環境部管理局 県民活動推進

課長の職にある者をもつて充てる。

（事務局）

第７条 対策本部の事務を処理するため、県民環境部県民協働局県

民活動推進課に事務局を置く。

２ 事務局に事務局長を置き、県民環境部県民協働局県民活動推進

課長の職にある者をもつて充てる。

改 正 後 改 正 前

（設置）

第１条 交通安全対策の総合的な企画調整に関する事務を処理する

ため、県民環境部防災局消防防災安全課に交通対策班（以下「班」

という。）を設置する。

（組織）

第３条 班は、県民環境部防災局消防防災安全課交通安全計画係及

び交通教育指導係に属する職員並びに同課に属するその他の職員

のうちから県民環境部長が指定する者をもつて組織する。

（職制）

第４条 班に班長を置き、県民環境部防災局消防防災安全課長補佐

のうちから、知事が命ずる。

（設置）

第１条 交通安全対策の総合的な企画調整に関する事務を処理する

ため、県民環境部管理局消防防災安全課に交通対策班（以下「班」

という。）を設置する。

（組織）

第３条 班は、県民環境部管理局消防防災安全課交通安全計画係及

び交通教育指導係に属する職員並びに同課に属するその他の職員

のうちから県民環境部長が指定する者をもつて組織する。

（職制）

第４条 班に班長を置き、県民環境部管理局消防防災安全課長補佐

のうちから、知事が命ずる。

改 正 後 改 正 前

（目的）

第１条 この訓令は、愛媛県職員の職の設置規則（昭和４８年愛媛県

規則第２４号）第５条の規定に基づき、参与、特別参与及び知事補

佐官（以下「参与等」という。）の設置に関し必要な事項を定め

ることを目的とする。

（目的）

第１条 この訓令は、愛媛県職員の職の設置規則（昭和４８年愛媛県

規則第２４号）第６条の規定に基づき、参与、特別参与及び知事補

佐官（以下「参与等」という。）の設置に関し必要な事項を定め

ることを目的とする。
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（愛媛県男女共同参画推進本部規程の一部改正）

第１２条 愛媛県男女共同参画推進本部規程（平成２年愛媛県訓令第７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県県民総合相談プラザ及び県民相談プラザ規程の一部改正）

第１３条 愛媛県県民総合相談プラザ及び県民相談プラザ規程（平成３年愛媛県訓令第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県文書管理規程の一部改正）

第１４条 愛媛県文書管理規程（平成４年愛媛県訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（幹事会）

第６条 省略

２ 省略

３ 幹事長は、県民環境部管理局長 の職にある者をもって充て

る。

４～６ 省略

（事務局）

第７条 推進本部の事務を処理するため、県民環境部管理局 に

事務局を置く。

２ 事務局に事務局長を置き、県民環境部管理局長 の職にある

者をもって充てる。

別表２（第６条関係）

（幹事会）

第６条 省略

２ 省略

３ 幹事長は、県民環境部県民協働局長の職にある者をもって充て

る。

４～６ 省略

（事務局）

第７条 推進本部の事務を処理するため、県民環境部県民協働局に

事務局を置く。

２ 事務局に事務局長を置き、県民環境部県民協働局長の職にある

者をもって充てる。

別表２（第６条関係）

１～３ 省略

４ 県民環境部管理局 男女参画課長

５～１１ 省略

１～３ 省略

４ 県民環境部県民協働局男女参画課長

５～１１ 省略

改 正 後 改 正 前

（県民総合相談プラザの組織）

第３条 県民総合相談プラザは、次に掲げる職員をもって組織する。

�・� 省略

２ 省略

（県民総合相談プラザの組織）

第３条 県民総合相談プラザは、次に掲げる職員をもって組織する。

�・� 省略

� 非常勤の嘱託員

２ 省略

３ 第１項第３号の職員は、別に定めるところにより知事が委嘱す

る。

改 正 後 改 正 前

（文書等の配付）

第１２条 文書主管課又は文書担当課において受領した文書等は、次

に掲げるところにより配付するものとする。

�・� 省略

� 本庁又は地方機関に到達した親展文書のうち、知事又は副知

事あてのものはその秘書事務を担当する課に、会計管理者あて

のものは本庁の会計事務主管課に、本庁の部（部に準ずるもの

として文書主管課長が指定するものを含む。以下同じ。）の長

あてのものは各部幹事課に、地方局長あてのものは地方局長が

適当と認める課所に、その他のものはあて名の職員に配付する

こと。

� 省略

（文書等の配付）

第１２条 文書主管課又は文書担当課において受領した文書等は、次

に掲げるところにより配付するものとする。

�・� 省略

� 本庁又は地方機関に到達した親展文書のうち、知事又は副知

事あてのものはその秘書事務を担当する課に、出納長 あて

のものは本庁の会計事務主管課に、本庁の部（部に準ずるもの

として文書主管課長が指定するものを含む。以下同じ。）の長

あてのものは各部幹事課に、地方局長あてのものは地方局長が

適当と認める課所に、その他のものはあて名の職員に配付する

こと。

� 省略
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２ 省略

（合議）

第２８条 省略

２ 会計事務に関係がある起案文書は、会計管理者に合議しなけれ

ばならない。

３～５ 省略

（文書の浄書）

第３２条 省略

２ 省略

３ 主務課長は、前項の依頼をしようとするときは、

印刷依頼票（様式第７号）に浄書する文書

の原稿を添えて、文書主管課長に提出しなければならない。

（県報掲載文書の合議）

第３７条 愛媛県報発行規程（昭和３１年愛媛県訓令第６号）により県

報に掲載する事項に係る起案文書

は、法令審査については法令審査主管課の長に、県報掲載につ

いては文書主管課長に合議しなければならない。ただし、告示又

は公告のうち、別に定めるところにより、あらかじめ例文により

法令審査主管課の長及び文書主管課長の承認を受けているものに

係る起案文書については、この限りでない。

（県報の原稿の提出）

第３８条 定期発行の県報に掲載を行おうとする場合は、原稿を、決

裁文書とともに、掲載を希望する日の７日前の正午（その日が休

日等に当たるときは、その日の前日の正午）までに文書主管課長

に提出しなければならない。

（令達の種類）

第４２条 令達の種類は、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 訓令 本庁の部課若しくは地方機関の全部若しくは一部若し

くはこれらの長又は会計管理者に対して指揮命令するもの

�～� 省略

（令達のあて先）

第４３条 前条第４号から第７号までに掲げる令達には、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるあて先を記

入しなければならない。

� 本庁の部課全般及び会計管理者に対する場合 庁中一般

� 省略

� 本庁の一部の部課若しくは地方機関若しくはこれらの長又は

会計管理者に対する場合 部課名若しくは地方機関名若しくは

これらの長名又は会計管理者名

� 省略

（文書の発信者名）

第４６条 施行する文書の発信者名は、次に掲げるところによる。

� 省略

� 中央官庁又は地方公共団体その他の団体に対する文書には、

知事名若しくは会計管理者名（知事の権限に属する事務に係る

文書の場合を除く。）又は県名を用いること。ただし、軽易な

事項については、本庁の部の長若しくは会計管理者（知事の権

限に属する事務に係る文書の場合を除く。）若しくは出納局長

又は本庁の部の名を用いることができる。

２ 省略

（合議）

第２８条 省略

２ 会計事務に関係がある起案文書は、出納長 に合議しなけれ

ばならない。

３～５ 省略

（文書の浄書）

第３２条 省略

２ 省略

３ 主務課長は、前項の依頼をしようとするときは、決裁文書に浄

書する文書の原稿及び印刷依頼票（様式第７号）

を添えて、文書主管課長に提出しなければならない。

（県報掲載文書の合議）

第３７条 愛媛県報発行規程（昭和３１年愛媛県訓令第６号）により県

報に掲載する事項に係る起案文書（任免辞令に係るものを除く。）

は、法令審査については法令審査主管課の長に、県報掲載につい

ては文書主管課長に合議しなければならない。ただし、告示又は

公告のうち、別に定めるところにより、あらかじめ例文により法

令審査主管課の長及び文書主管課長の承認を受けているものに係

る起案文書については、この限りでない。

（県報の原稿の提出）

第３８条 定期発行の県報に掲載を行おうとする場合は、原稿を、決

裁文書とともに、掲載を希望する日の７日前の正午（その日が休

日等に当たるときは、その日の前日の正午）までに文書主管課長

に提出しなければならない。ただし、任免辞令については、原稿

のみを提出するものとする。

（令達の種類）

第４２条 令達の種類は、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 訓令 本庁の部課若しくは地方機関の全部若しくは一部若し

くはこれらの長又は出納長 に対して指揮命令するもの

�～� 省略

（令達のあて先）

第４３条 前条第４号から第７号までに掲げる令達には、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるあて先を記

入しなければならない。

� 本庁の部課全般及び出納長 に対する場合 庁中一般

� 省略

� 本庁の一部の部課若しくは地方機関若しくはこれらの長又は

出納長 に対する場合 部課名若しくは地方機関名若しくは

これらの長名又は出納長名

� 省略

（文書の発信者名）

第４６条 施行する文書の発信者名は、次に掲げるところによる。

� 省略

� 中央官庁又は地方公共団体その他の団体に対する文書には、

知事名若しくは出納長名 （知事の権限に属する事務に係る

文書の場合を除く。）又は県名を用いること。ただし、軽易な

事項については、本庁の部の長、出納長 （知事の権

限に属する事務に係る文書の場合に限る。）若しくは副出納長

又は本庁の部の名を用いることができる。
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様式第４号甲（表）中「出納長」を削り、同様式に注として次のように加える。

注 決裁欄及び合議欄は、この様式に準じて適宜変更して差し支えないこと。

（愛媛県農業総合対策推進班規程の一部改正）

第１５条 愛媛県農業総合対策推進班規程（平成６年愛媛県訓令第１１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

� 本庁の各部課又は各地方機関に対する文書には、本庁の部の

長、会計管理者（知事の権限に属する事務に係る文書の場合を

除く。）若しくは出納局長若しくは地方機関の長又は本庁の部

若しくは地方機関の名を用いること。ただし、軽易な事項につ

いては、本庁の課の長若しくは地方機関の部の長又は本庁の課

の名を用いることができる。

２ 省略

別表（第５４条関係） 文書保存期間基準

� 本庁の各部課又は各地方機関に対する文書には、本庁の部の

長、出納長 （知事の権限に属する事務に係る文書の場合に

限る。）若しくは副出納長若しくは地方機関の長又は本庁の部

若しくは地方機関の名を用いること。ただし、軽易な事項につ

いては、本庁の課の長若しくは地方機関の部の長又は本庁の課

の名を用いることができる。

２ 省略

別表（第５４条関係） 文書保存期間基準

保存期間
の種別

項目

長期 １０年 ５年 ３年 １年

省略

人事、福

利厚生等

省略

知事、

副知事及

び旧出納

長の事務

引継書

職員の

事務引継

書

省略

省略

保存期間
の種別

項目

長期 １０年 ５年 ３年 １年

省略

人事、福

利厚生等

省略

知事、

副知事及

び出納長

の事務

引継書

職員の

事務引継

書

省略

省略

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

１～４ 省略
５ 農林水産部管理局農政課農村振興係長
６ 農林水産部管理局農政課直接支払係長

７ 省略
８ 省略
９ 省略
１０ 省略
１１ 省略
１２ 省略
１３ 省略
１４ 省略
１５ 省略
１６ 省略
１７ 省略
１８ 省略
１９ 省略
２０ 省略
２１ 省略
２２ 省略
２３ 省略
２４ 省略
２５ 省略
２６ 省略
２７ 省略
２８ 省略
２９ 省略
３０ 省略
３１ 省略

１～４ 省略
５ 農林水産部管理局農政課構造改善係長
６ 農林水産部管理局農政課中山間対策室長補佐
７ 農林水産部管理局農政課中山間対策室業務係長
８ 農林水産部管理局農政課中山間対策室振興係長
９ 省略
１０ 省略
１１ 省略
１２ 省略
１３ 省略
１４ 省略
１５ 省略
１６ 省略
１７ 省略
１８ 省略
１９ 省略
２０ 省略
２１ 省略
２２ 省略
２３ 省略
２４ 省略
２５ 省略
２６ 省略
２７ 省略
２８ 省略
２９ 省略
３０ 省略
３１ 省略
３２ 省略
３３ 省略
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（愛媛県臓器移植支援センター規程の一部改正）

第１６条 愛媛県臓器移植支援センター規程（平成１０年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県市町村合併推進本部規程の一部改正）

第１７条 愛媛県市町村合併推進本部規程（平成１３年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（愛媛県立医療技術大学処務規程の一部改正）

第１８条 愛媛県立医療技術大学処務規程（平成１６年愛媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（組織）

第３条 センターは、センター長、副センター長、総務課長、総務

担当、検査担当及びコーディネート担当をもって組織する。

（職制）

第４条 省略

２ 副センター長は、研究所の副所長の職にある者をもって充てる。

３ 省略

４ 省略

（センター長等 の職務）

第５条 省略

２ 副センター長は、センター長を補佐する。

３ 総務課長は、センター長の命を受け、課の事務を掌理する。

（組織）

第３条 センターは、センター長 、総務課長、総務

担当、検査担当及びコーディネート担当をもって組織する。

（職制）

第４条 省略

２ 省略

３ 省略

（センター長及び総務課長の職務）

第５条 省略

２ 総務課長 は、センター長を補佐する。

改 正 後 改 正 前

別表１（第３条関係） 別表１（第３条関係）

改 正 後 改 正 前

（職務）

第５条 省略

２～６ 省略

７ 教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に

優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、

その研究を指導し、又は研究に従事する。

８ 准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優

れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を教授し、そ

の研究を指導し、又は研究に従事する。

（職務）

第５条 省略

２～６ 省略

７ 教授は

、学生を教授し、

その研究を指導し、又は研究に従事する。

８ 助教授は、教授の職務を助ける。

１ 省略

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１ 出納長

２ 省略

３ 省略

４ 省略

５ 省略

６ 省略

７ 省略

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

１２ 省略

１３ 省略

１４ 省略

１５ 省略

１６ 省略
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（愛媛県総務事務センター規程の一部改正）

第１９条 愛媛県総務事務センター規程（平成１８年愛媛県訓令第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

９ 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

１０ 助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必

要な業務に従事する。

１１～２１ 省略

（事務の委任）

第６条 学長に委任する事務は、別に定めるものを除くほか、次の

とおりとする。

�～� 省略

� 入学料及び授業料の徴収に関すること（旧愛媛県立医療技術

短期大学（以下「旧短期大学」という。）の授業料の徴収に関

することを含む。）。

�～� 省略

（代決）

第９条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

別表第２（第８条関係）

学長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

９ 講師は、教授又は助教授に準ずる職務に従事する。

１０ 助手は、教授及び助教授の職務を助ける

。

１１～２１ 省略

（事務の委任）

第６条 学長に委任する事務は、別に定めるものを除くほか、次の

とおりとする。

�～� 省略

� 入学料及び授業料の徴収に関すること

。

�～� 省略

（代決）

第９条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

別表第２（第８条関係）

学長の権限に属する事務に係る特定決裁事項

決 裁 者
代 決 者

第１次代決者 第２次代決者

学長 事務局長 学部長

事務局長 総務課長 学務課長又は

総務課長補佐

学部長 総務課長 総務課長補佐

地域交流センター長 総務課長 総務課長補佐

図書館長 総務課長 総務課長補佐

決 裁 者
代 決 者

第１次代決者 第２次代決者

学長 事務局長 学部長

事務局長 総務課長 学務課長

学部長 総務課長 学務課長

地域交流センター長 総務課長 学務課長

図書館長 総務課長 学務課長

組
織
名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

学

長

専決者

事
務
局
長

学
部
長

課

長

学

務

課

１～５

省略

６ 旧短

期大学

の卒業

者及び

修了者

に関す

る事務

１ 学籍簿その他諸記録に関するこ

と。

○

２ 諸証明に関すること。 ○

３ 就職に関すること。 ○

組
織
名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

学

長

専決者

事
務
局
長

学
部
長

課

長

学

務

課

１～４

省略

改 正 後 改 正 前

（任務）

第２条 センターは、次に掲げる事項を処理する。

� 省略

� 旅費の支出の集中処理業務に係る支出負担行為の確認に関す

ること。

� 省略

� 省略

（組織）

第３条 センターは、総務部新行政推進局行政システム改革課総務

事務センター管理係及び総務事務センター審査係に属する職員並

びに同課に属するその他の職員のうちから総務部長が指名する者

をもって組織する。

（任務）

第２条 センターは、次に掲げる事項を処理する。

� 省略

� 省略

� 省略

（組織）

第３条 センターは、総務部新行政推進局行政システム改革課総務

事務センター係 に属する職員及

び 同課に属するその他の職員のうちから総務部長が指名する者

をもって組織する。
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（愛媛整肢療護園処務規程等の廃止）

第２０条 次に掲げる訓令は、廃止する。

� 愛媛整肢療護園処務規程（昭和３１年愛媛県訓令第１３号）

� 愛媛県健康増進センター処務規程（昭和５０年愛媛県訓令第２５号）

� 愛媛県立医療技術短期大学処務規程（昭和６３年愛媛県訓令第７号）

� 愛媛県ＦＡＺ整備推進班規程（平成５年愛媛県訓令第７号）

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

��������������
○愛媛県訓令第７号

庁 中 一 般

各 地 方 機 関

労働委員会事務局

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成１９年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令

愛媛県職員被服等貸与規程（昭和５４年愛媛県訓令第３７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

貸 与 対 象 者 品目
数

量

着用

期間

貸与

期間
備 考

１ 作業員の業

務に従事する

職員

�～� 省

略

� 子ども

療育セン

ター、繊

維産業試

験場、紙

産業研究

センター、

農業大学

校、農業

試験場、

果樹試験

場、花き

総合指導

センター、

林業技術

センター、

水産試験

場開発室

若しくは

増殖室、

中予水産

試験場企

画開発室、

増殖室若

しくは東

省略

貸 与 対 象 者 品目
数

量

着用

期間

貸与

期間
備 考

１ 作業員の業

務に従事する

職員

�～� 省

略

� 愛媛整

肢療護園

、繊

維産業試

験場、紙

産業研究

センター、

農業大学

校、農業

試験場、

果樹試験

場、花き

総合指導

センター、

林業技術

センター、

水産試験

場開発室

若しくは

増殖室、

中予水産

試験場企

画開発室、

増殖室若

しくは東

省略

改 正 後 改 正 前

別表第２（第２条、第５条関係）

作業服等の貸与基準

別表第２（第２条、第５条関係）

作業服等の貸与基準
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予分場又

は魚病指

導センタ

ーに勤務

するもの

�～� 省

略

２・３ 省略

４ 自動車運転

業務に従事す

る職員

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

５～１２ 省略

１３ 医療技術大

学及び医療技

術短期大学に

勤務する職員

のうち、教授

研究業務に従

事するもの

� 看護師

免許を有

するもの

省略

看護帽 １ 年間 ２年

省略

�

省略

１４ 省略

１５ 児童相談所、愛媛整肢療

護園又はえひめ学園に勤務

する職員のうち、調理員の

業務に従事するもの

省略

１６ 看護専門学校に勤務する

職員のうち、実習等を指導

するもの

省略

看護帽 １ 年間 ２年

省略

１７～１９ 省略

２０ 愛媛整肢療

護園 に勤

務する職員

� 省略

� 看護業

務に従事

するもの

省略

看護帽 ３ 年間 １年

省略

� 保育業

務

又は

介護業務

に従事す

るもの

２１～２４ 省略

２５ 工業技術センター、繊維

産業試験場、紙産業研究セ

ンター又は窯業試験場に勤

務する職員のうち、試験研

究業務に従事するもの

省略

作業服

（夏）

１ 夏期 ２年

予分場又

は魚病指

導センタ

ーに勤務

するもの

�～� 省

略

２・３ 省略

４ 自動車運転

業務に従事す

る職員

� 省略

� 子ども

療育セン

ターに勤

務するも

の

作業服 ２ 年間 ２年

ゴム長

靴

１ 年間 ２年

� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

５～１２ 省略

１３ 医療技術大

学

に

勤務する職員

のうち、教授

研究業務に従

事するもの

� 看護師

免許を有

するもの

省略

省略

�

省略

１４ 省略

１５ 児童相談所

又はえひめ学園に勤務

する職員のうち、調理員の

業務に従事するもの

省略

１６ 看護専門学校に勤務する

職員のうち、実習等を指導

するもの

省略

省略

１７～１９ 省略

２０ 子ども療育

センターに勤

務する職員

� 省略

� 看護業

務に従事

するもの

省略

省略

� 保育指

導、生活

指導又は

介護業務

に従事す

るもの

２１～２４ 省略

２５ 工業技術センター、繊維

産業試験場、紙産業研究セ

ンター又は窯業試験場に勤

務する職員のうち、試験研

究業務に従事するもの

省略

作業服

（夏）

２ 夏期 ２年

安全靴 １ 年間 ３年 繊維産業

試験場に
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附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

��������������
○愛媛県訓令第８号

保 健 福 祉 部

松 山 地 方 局

子ども療育センター

愛媛県立子ども療育センター処務規程を次のように定める。

平成１９年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県立子ども療育センター処務規程

（趣旨）

第１条 この訓令は、愛媛県立子ども療育センター（以下「センター」という。）の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

（分掌事務）

第２条 庶務係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

� 公印の管理に関すること。

� 文書の管理に関すること。

� 職員の人事、給与及び服務に関すること。

� 予算、決算その他会計事務に関すること。

� センターの事務の連絡調整に関すること。

� センターの施設、附属設備及び備品の使用の許可に関すること。

� 使用料及び手数料に関すること。

� 医療費の請求に関すること。

２６～４０ 省略

４１ 水産試験場、中予水産試

験場、栽培漁業センター、

中予栽培漁業センター又は

魚病指導センターに勤務す

る職員のうち、試験研究業

務、船舶乗組業務又は水産

動植物の管理業務に従事す

るもの

省略

安全靴 １ 年間 ３年 船舶乗組

業務に従

事する職

員を除く。

４２～４６ 省略

勤務する

職員のう

ち、織機

業務に従

事するも

の又は紙

産業研究

センター

若しくは

窯業試験

場に勤務

する職員

のうち、

試験業務

に従事す

るものに

限る。

２６～４０ 省略

４１ 水産試験場、中予水産試

験場

又は

魚病指導センターに勤務す

る職員のうち、試験研究業

務、船舶乗組業務又は水産

動植物の管理業務に従事す

るもの

省略

安全靴 １ 年間 ３年 船舶乗組

業務に従

事する職

員に限る。

４２～４６ 省略
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� 財産の管理及びセンターの取締りに関すること。

� 給食に関すること。

� その他他の主管に属しないこと。

（職務）

第３条 医監は、知事の命を受け、高度の医療等に係る事務を処理する。

２ 所長は、知事の命を受け、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

３ 副所長は、所長を補佐する。

４ 事務局長は、上司の命を受け、センターの事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

５ 参事は、上司の命を受け、特に重要な事務を処理する。

６ 副参事は、上司の命を受け、重要な事務を処理する。

７ 事務局次長は、事務局長を補佐する。

８ 看護部長は、上司の命を受け、主管事務を掌理する。

９ 医幹は、上司の命を受け、医療等に係る事務を処理する。

１０ 専門員は、上司の命を受け、専門事項について絶えず調査研究を行い、当該専門事項に係る事務を分担する職員を指導し、かつ、高度

の専門事項を自ら処理する。

１１ 係長、医長、副医長及び看護長は、所掌する事務を管理する。

１２ 担当係長は、上司の命を受け、担当事務を管理する。

１３ 主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

１４ 主事、技師及びその他の職員は、上司の命を受け、センターの業務に従事する。

（専決事項）

第４条 所長の専決処理すべき事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、重要又は異例と認められるものについては、あらかじめ知事の

承認を受けなければならない。

� センターの業務に関し職名又はセンター名で文書を施行すること。

� 公文書の公開に関すること（公文書の公開の請求（申請を含む。）に対する決定に係る不服申立て（不服の申出を含む。）に関する

ものを除く。）。

� 個人情報取扱事務の登録に関すること。

� 個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること（個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する決定に係る不服申立てに関す

るものを除く。）。

� 所属職員の出張に関すること。

	 所属職員の休暇、育児休業等、職務専念義務の免除その他服務に関すること。


 愛媛県立子ども療育センター使用料及び手数料条例（平成１９年愛媛県条例第２１号）第４条の規定による使用料及び手数料の減免に関

すること。

� 愛媛県立子ども療育センター使用規則（平成１９年愛媛県規則第１９号。以下「規則」という。）第６条ただし書、第１５条ただし書、第

２４条ただし書及び第３６条ただし書の規定による入所又は通園の期間の変更に関すること。

� 規則第８条、第１７条、第２６条及び第３８条の規定による入所及び通園の可否の決定並びに契約の締結に関すること。

� 規則第１１条、第２０条及び第２９条の規定による契約の解除及び退所処分に関すること。

� 規則第４２条、第４４条及び第４５条の規定によるセンターの施設、附属設備及び備品の利用の許可及び利用の変更の許可並びに利用の許

可の取消し等に関すること。

� その他軽易又は常例に属する事務の執行に関すること。

（代決）

第５条 所長が不在のときは、副所長が代決する。

２ 所長及び副所長が共に不在のときは、事務局長が代決する。ただし、直接医療技術に関する事項については、主務の長が代決する。

３ 前２項の規定により代決した事務で重要なものは、後閲を受けなければならない。

（細則）

第６条 この訓令に定めるもののほか、センターの処務に関し必要な事項は、所長が知事の承認を得て定める。

（他の規程の準用）

第７条 この訓令及び前条の規定により定められたもののほか、センターの処務については、愛媛県処務細則（昭和２９年愛媛県訓令第５号）

の例による。

附 則

この訓令は、平成１９年４月１日から施行する。
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○愛媛県訓令第９号

保 健 福 祉 部

松 山 地 方 局

子ども療育センター

愛媛県発達障害者支援センター規程を次のように定める。

平成１９年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県発達障害者支援センター規程

（設置）

第１条 発達障害者の自立及び社会参加に資するよう総合的な支援を行うため、愛媛県立子ども療育センター（以下「子ども療育センター」

という。）に、発達障害者支援センター（以下「支援センター」という。）を設置する。

（任務）

第２条 支援センターは、発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）第１４条第１項各号に掲げる業務を処理する。

（組織）

第３条 支援センターは、センター長、相談支援担当、発達支援担当及び就労支援担当をもって組織する。

（職制）

第４条 センター長は、子ども療育センターの副所長の職にある者をもって充てる。

２ 相談支援担当、発達支援担当及び就労支援担当は、子ども療育センターに勤務する職員のうちから子ども療育センター所長が指定する。

（センター長の職務）

第５条 センター長は、支援センターを統轄する。

（雑則）

第６条 この訓令に定めるもののほか、支援センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

愛 媛 県 報平成１９年４月１日 第１８４８号外４

１１９


